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市役所代表
土
木
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

■
協
働
の
力
で
快
適
な
冬
道
を
！

市
で
は
、
市
民
・
除
雪
業
者
と
の
協
働

に
よ
る
除
雪
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
守
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
、
協
力
で
き
る
こ
と
を
お

願
い
し
ま
す
。
共
に
力
を
合
わ
せ
て
、
快

適
な
冬
道
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
！

市
民
の
皆
さ
ん
へ
お
願
い

◀

道
路
へ
の
雪
出
し
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

◀

路
上
駐
車
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

◀

屋
根
雪
が
道
路
に
落
ち
な
い
よ
う
、

　

対
策
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

◀

除
雪
後
の
間
口
寄
せ
雪
の
片
付
け
は

　

各
家
庭
で
行
い
ま
し
ょ
う
。

◀

除
雪
作
業
中
の
車
輌

　

に
は
絶
対
近
寄
ら
な

　

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

　

う
。

■
ま
ご
こ
ろ
除
雪
事
業

　

市
で
は
、
除
雪
が
困
難
な
世
帯
に
対

し
、
除
雪
を
支
援
し
ま
す
。

対
象　

高
齢
者
、
身
体
障
害
者
お
よ
び
児

　

童
の
み
で
構
成
さ
れ
、
自
ら
の
家
の
敷

　

地
を
自
ら
が
除
雪
す
る
こ
と
が
困
難
な

　

非
課
税
世
帯

実
施
内
容　

間
口
か
ら
玄
関
先
ま
で
の
簡

　

易
な
除
雪

申
し
込
み
方
法　

申
し
込
み
先
に
備
え
付

　

け
の
利
用
申
請
書
に
記
入
の
上
、
提
出

　

し
て
く
だ
さ
い
。
昨
年
度
対
象
と
な
っ

　

た
人
へ
は
利
用
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

申
し
込
み
先　

土
木
課
、
高
齢
介
護
課
、

　

十
和
田
湖
支
所
、
十
和
田
市
社
会
福
祉

　

協
議
会

問
土
木
課
維
持
係
☎
51
６
７
３
０

「
立
地
適
正
化
計
画
」
に
関
す
る
「
市
民

ま
ち
づ
く
り
懇
談
会
」
を
開
催
し
ま
す

　

市
で
は
、
人
口
減
少
が
進
む
中
で
も
住

み
や
す
い
・
住
み
続
け
ら
れ
る
「
コ
ン
パ

ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
」
を
推
進
す
る
た
め

の
「
立
地
適
正
化
計
画
」
の
策
定
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

計
画
に
関
す
る
制
度
の
概
要
や
目
的
な

ど
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
市
の

ま
ち
づ
く
り
な
ど
に
対
す
る
市
民
の
皆
さ

ん
の
ご
意
見
を
お
聞
き
す
る
「
市
民
ま
ち

づ
く
り
懇
談
会
」
を
開
催
し
ま
す
。
事
前

申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

と
き
・
と
こ
ろ

　

11
月
15
日
㈫
・
市
役
所
新
館
５
階
会
議
室

「
ご
み
処
理
基
本
計
画
の
素
案
」
に
対
す

る
意
見
募
集
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）

を
実
施
し
ま
す

　

十
和
田
地
域
広
域
事
務
組
合
で
は
、
廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
き
、
構
成
市
町
村
区
域
内
の
ご
み
処

理
に
関
す
る
次
期
計
画
の
策
定
を
進
め
て

い
ま
す
。
計
画
の
素
案
に
対
す
る
皆
さ
ん

の
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

素
案
閲
覧
・
意
見
書
様
式
の
入
手
方
法

　

十
和
田
地
域
広
域
事
務
組
合
業
務
課
に

　

備
え
付
け
て
あ
る
ほ
か
同
組
合
の
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

　

ま
す
。

募
集
期
間　

11
月
４
日
㈮
〜
12
月
５
日
㈪

　
（
必
着
）

提
出
方
法　

持
参
・
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

　

ル
の
い
ず
れ
か
で
提
出
し
て
く
だ
さ

　

い
。

問
十
和
田
地
域
広
域
事
務
組
合
業
務
課

　

☎
㉘
２
６
５
４

　

11
月
16
日
㈬
・
東
公
民
館

　

11
月
17
日
㈭
・
南
公
民
館

※
い
ず
れ
も
午
後
６
時
〜

対
象　

市
内
に
在
住
・
通
勤
・
通
学
し
て

　

い
る
人

問
都
市
整
備
建
築
課
☎
51
６
７
３
５

20120166年（平成年（平成2828年）年）1111月号　広報月号　広報 2020

対象地区 回収日程
一本木沢、一本木沢一・二丁目、ひがしの一・二丁目、元
町西一～六丁目、元町東一～五丁目、上平、下平（稲生団
地除く）、北平、千歳森、七郷、南平、長根尻、後野、井戸頭、
北斗、藤高

11月７日㈪
〜
９日㈬

稲生町、東一～三番町、東十一～十三番町、東二十一～
二十四番町、西一～三番町、西十一～十三番町、西二十一
～二十三番町、里ノ沢、牛泊、しらかば団地、八郷、本金崎、
西金崎、稲生団地

11月14日㈪
〜

17日㈭

穂並町、東四～六番町、東十四～十六番町、西四～六番町、
西十四～十六番町、並木西、西小稲、日の出町、朝日ヶ丘、
一本木、白上中通り、小林

11月21日㈪
11月22日㈫
11月24日㈭

秋期側溝清掃　土砂・汚泥回収 問まちづくり支援課☎51 6726

※側溝から回収された土砂は、災害用土の
うなどに再利用します。空き缶、空きビ
ン、紙、プラスチック類のごみは可能な
限り除去し、落葉と土砂はより分けてく
ださい。
※収集車は各通りを一度だけ回収します。
　泥上げは回収日初日の前日までに終わら
　せてください。
※国道・県道の清掃を実施する町内会は、
　国・県に回収を依頼しますので、まちづ
　くり支援課へ事前に連絡してください。


